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高知県公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則の一部改正について

公開日 2017年 09月 15日

１ 規則等の題名

高知県公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則の一部を改正する規則

２ 根拠法令・条項

高知県個人情報保護条例（平成 13年高知県条例第２号）第７条及び第 43条

３ 規則等の制定日

平成 29年９月 15日（金曜日）

４ 結果公示の日

平成 29年９月 15日（金曜日）

５ 適用除外条項

高知県行政手続条例（平成７年高知県条例第 45号）第 38条第４項第５号に該当

６ 適用除外の理由

県の機関が意見公募手続を実施して定めた規則（知事が取り扱う個人情報の保護に関

する規則）と実質的に同一の内容であるため。

７ 規則等の概要

高知県公安委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則の一部を改正する規則

別添のとおり

新旧対照表
別添のとおり

８ 担当課・連絡先

担当者：高知県警察本部警務部県民支援相談課

住所：高知市丸ノ内二丁目４番 30 号
電話番号：088 － 826 － 0110（内線 2933）
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